
戦
前
、
戦
後
を
通
し
、
百
姓
一
摸
研
究
は
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
戦
後
に
な
る
と
地
域
史
研
究
は
よ
り
発
展
を
遂
げ
、
各
地

（
０
４
〉

（
う
旱

域
に
お
け
る
個
別
の
百
姓
一
摸
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
蓄
積
を
も
と
に
黒
正
巌
氏
、
青
木
虹
二
氏
の
百
姓
一
摸
年
表
が

－
３
）

作
成
さ
れ
た
。
ま
た
近
年
、
保
坂
智
氏
を
中
心
に
新
年
表
が
作
成
中
で
あ
る
。
ま
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
動
向
が
判

明
す
る
レ
ベ
ル
に
到
達
し
て
い
る
。
こ
の
三
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
百
姓
一
摸
研
究
が
ど
の
よ
う
に
進
展
し
て
き
た
か
が
確
認

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
新
年
表
が
示
す
一
撲
像
は
、
従
来
青
木
年
表
が
示
し
て
き
た
一
撲
像
を
変
化
さ
せ
る
の
か
。
さ
せ
る
と
し
た

ら
ど
の
よ
う
に
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

百
姓
一
撲
の
変
遷
ｌ
年
表
の
比
較
を
通
じ
て

三
者
の
年
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
方
針
の
違
い
か
ら
収
録
に
差
違
が
見
ら
れ
る
。
黒
正
・
青
木
氏
は
維
新
後
の
国
名
を
使
用
し
、

は
じ
め
に

一
地
方
的
変
化

西
村
安
奈
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地
方
別
分
析
に
関
し
て
は
、
黒
正
年
表
で
は
街
道
別
に
区
分
し
百
姓
一
撲
の
発
生
件
数
の
統
計
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
青
木

年
表
で
は
地
方
別
に
区
分
し
て
統
計
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
黒
正
年
表
と
青
木
年
表
の
相
違
点
が
み
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
地
方
別
に

区
分
し
て
統
計
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
街
道
別
に
よ
る
区
分
は
古
代
律
令
制
に
基
づ
く
区
分
で
あ
り
、
地
域
性
が
み
ら
れ
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
武
蔵
と
上
野
の
国
が
あ
げ
ら
れ
る
。
武
蔵
と
上
野
を
地
方
別
に
分
類
す
る
と
同
じ
関
東
地
方
で
あ
る
が
、

（
４
）

街
道
別
に
分
類
す
る
と
、
東
海
道
と
東
山
道
の
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
い
、
地
域
性
が
み
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

最
大
の
相
違
点
は
、
青
木
年
表
は
百
姓
一
摸
と
都
市
騒
擾
を
別
の
年
表
と
し
て
作
成
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
黒
正
・
新
年
表
と
も
発

生
地
に
よ
る
区
分
は
立
て
て
い
な
い
。
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
黒
正
・
新
年
表
に
従
い

青
木
年
表
の
件
数
は
百
姓
一
摸
と
都
市
騒
擾
を
加
え
た
も
の
を
使
用
す
る
。

尚
国
別
の
百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
の
分
析
に
お
い
て
、
一
つ
の
一
摸
が
複
数
の
国
で
起
こ
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
発
生
件
数

を
加
え
て
統
計
分
析
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、
新
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）
年
一
○
月
一
二
日
に
発
生
し
た
島

原
の
乱
・
島
原
天
草
一
摸
は
、
肥
前
と
肥
後
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
発
生
件
数
を
加
え
て
計
算
を
し
た
。
国
別
や
地
域
別
の
百
姓
一
摸
発
生

件
数
を
す
べ
て
足
す
と
、
実
際
の
百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
と
差
が
生
じ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

陸
奥
を
陸
前
・
陸
中
・
陸
奥
に
、
出
羽
を
羽
前
・
羽
後
に
分
け
て
い
る
。
新
年
表
は
、
近
世
期
の
国
名
を
使
用
し
て
お
り
違
い
が
見
ら

｜
黒
正
年
表
に
み
る
国
別
・
地
方
別
発
生
件
数

（
５
）

黒
正
①
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
六
五
三
件
の
百
姓
一
楼
の
う
ち
、
国
が
特
定
で
き
る
も
の
は
全
部
で
五
六
六
件
あ
っ
た
。
国
別
に

発
生
件
数
を
ま
と
め
る
と
、
表
ｌ
の
よ
う
に
な
る
。
最
も
発
生
件
数
が
多
い
国
は
、
四
五
件
の
伊
予
で
あ
る
。
伊
予
の
百
姓
一
摸
が
多

れ
る
。
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い
の
は
、
西
園
寺
源
透
氏
が
熱
心
に
史
料
を
収
集
し
た
影
響
で
あ
る
。
出
典
史
料
は
西
園
寺
氏
の
「
伊
予
百
姓
一
摸
叢
書
」
が
多
く
確

（
６
）

認
で
き
る
。
二
番
目
に
多
い
国
は
、
三
一
件
の
信
濃
で
あ
る
。
信
濃
は
こ
の
時
期
か
ら
、
市
町
村
史
や
郡
史
で
百
姓
一
摸
の
研
究
が
多

く
な
さ
れ
て
い
た
た
め
発
生
件
数
が
多
い
。
三
番
目
に
多
い
国
は
陸
中
で
あ
り
、
二
二
件
の
百
姓
一
摸
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
陸
中
は

（
７
）

菊
池
悟
朗
氏
の
『
南
部
史
要
」
の
影
響
で
百
姓
一
摸
が
多
い
。
一
方
、
発
生
件
数
が
確
認
で
き
な
い
国
は
、
上
総
、
伊
豆
、
志
摩
、
伊

賀
、
河
内
、
淡
路
、
壱
岐
、
対
馬
、
薩
摩
、
大
隅
で
あ
る
。
発
生
件
数
が
一
件
の
国
は
、
相
模
、
能
登
、
備
前
で
あ
る
。

百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
を
地
域
別
に
み
て
い
く
と
、
最
も
発
生
件
数
が
多
い
地
方
は
八
八
件
の
東
北
で
あ
り
、
一
六
％
の
割
合
を
占

め
て
い
る
。
二
番
目
に
多
い
地
方
は
八
六
件
の
中
国
で
あ
り
、
一
五
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
最
も
発
生
件
数
が
少
な

い
地
方
は
三
六
件
の
関
東
で
、
全
体
の
六
％
で
あ
る
。

（
８
）

黒
正
②
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
六
三
四
件
の
内
、
国
が
特
定
で
き
る
百
姓
一
摸
は
全
部
で
一
六
二
三
件
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
ま

と
め
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る
。
鮫
も
発
生
件
数
が
多
い
国
は
伊
予
で
、
全
部
で
一
○
二
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
黒
正
①
年
表
と
同
じ

く
、
西
園
寺
源
透
氏
に
よ
る
史
料
収
集
の
功
績
で
あ
る
。
特
に
「
伊
予
百
姓
一
摸
叢
書
」
か
ら
の
出
典
史
料
が
多
く
確
認
で
き
る
。
二

番
目
に
多
い
国
は
岩
代
で
あ
り
、
九
九
件
で
あ
る
。
黒
正
①
年
表
で
は
信
濃
が
二
番
目
に
多
か
っ
た
が
、
信
濃
を
抜
い
て
岩
代
の
発
生

（
９
）

件
数
が
多
く
な
っ
た
の
は
庄
司
吉
之
助
氏
の
功
紙
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
「
信
達
百
姓
一
撲
年
表
及
概
観
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
三

番
目
に
多
い
国
は
信
濃
で
あ
り
、
七
九
件
で
あ
る
。
一
方
、
発
生
件
数
が
確
認
で
き
な
い
国
は
壱
岐
の
み
で
あ
る
。
黒
正
②
年
表
の
段

階
に
な
る
と
、
壱
岐
を
の
ぞ
き
全
国
で
百
姓
一
撲
の
発
生
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
百
姓
一
摸
研
究
の
広
が
り
を
み
る
こ

階
に
な
る
と
、
壱
岐
を
（

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

地
方
別
に
み
て
い
く
と
、
最
も
発
生
件
数
が
多
い
地
方
は
東
北
で
、
三
○
六
件
で
あ
る
。
こ
れ
を
割
合
で
み
る
と
一
九
％
を
占
め
て

い
る
。
一
方
、
最
も
発
生
件
数
が
少
な
い
地
方
は
一
○
九
件
の
関
東
で
あ
り
、
七
％
で
あ
る
。
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二
青
木
年
表
に
み
る
国
別
・
地
方
別
発
生
件
数

収
録
さ
れ
て
い
る
四
二
一
三
件
の
う
ち
、
国
が
特
定
で
き
る
も
の
は
全
部
で
四
二
○
五
件
あ
っ
た
。
国
別
に
発
生
件
数
を
ま
と
め
る

と
、
表
３
の
よ
う
に
な
る
。
表
３
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
も
発
生
件
数
が
多
い
国
は
二
二
四
件
の
信
濃
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
野

で
百
姓
一
摸
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
多
い
国
は
一
九
一
件
の
岩
代
で
あ
る
。
黒
正
年
表
と
同
様
に
庄

司
吉
之
助
氏
の
影
響
が
強
い
と
考
え
る
。
三
番
目
に
多
い
国
は
一
七
一
件
の
伊
予
と
越
後
で
あ
る
。
伊
予
は
黒
正
年
表
と
同
様
に
西
園

寺
源
透
氏
の
影
響
が
強
く
、
「
伊
予
百
姓
一
撲
」
か
ら
の
出
典
史
料
が
多
く
確
認
で
き
る
。
越
後
で
は
、
一
九
三
○
年
に
「
越
後
佐
渡

（
川
）

農
民
騒
動
」
が
刊
行
さ
れ
、
黒
正
②
年
表
で
も
七
七
件
の
事
例
が
収
録
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
地
方
史
研
究
の
発
展
に
よ
り
発
生

｛
Ⅲ
）

件
数
が
増
え
た
と
考
え
る
。
一
方
で
、
最
も
発
生
件
数
が
少
な
い
国
は
一
件
の
志
摩
で
あ
る
。
こ
れ
は
黒
正
年
表
に
は
な
く
、
青
木
年

表
の
段
階
に
な
る
と
全
国
で
百
姓
一
摸
の
発
生
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
的
に
百
姓
一
摸
の
地
方
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
新
年
表
で
は
、
難
破
船
で
の
盗
難
事
件
と
み
な
し
削
除
さ
れ
て
い
る
。

地
方
別
に
発
生
件
数
を
み
る
と
、
最
も
発
生
件
数
が
多
い
地
方
は
八
一
七
件
の
東
北
で
あ
る
。
割
合
で
み
る
と
、
東
北
は
一
九
％
を

占
め
て
い
る
。
黒
正
年
表
と
同
様
に
、
東
北
地
方
は
百
姓
一
摸
が
多
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
最
も
発

生
件
数
の
少
な
い
地
方
は
、
三
○
五
件
の
四
国
で
あ
る
。
割
合
で
み
る
と
、
四
国
は
全
体
の
七
％
に
あ
た
る
。
黒
正
年
表
の
段
階
で

は
、
四
国
は
伊
予
を
中
心
に
発
生
件
数
が
多
く
、
関
東
地
方
の
発
生
件
数
を
上
回
っ
て
い
た
。
し
か
し
青
木
年
表
の
段
階
に
な
る
と
、

四
国
は
発
生
件
数
の
少
な
い
地
方
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

三
新
年
表
に
み
る
国
別
・
地
方
別
発
生
件
数

新
年
表
で
は
、
収
録
さ
れ
て
い
る
四
一
九
八
件
の
う
ち
、
国
が
特
定
で
き
る
も
の
は
全
部
で
四
二
○
一
件
で
あ
る
。
発
生
件
数
を
ま
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と
め
る
と
表
４
の
よ
う
に
な
る
。
表
４
よ
り
、
最
も
発
生
件
数
が
多
い
国
は
四
四
九
件
の
陸
奥
で
あ
る
。
こ
れ
は
青
木
年
表
の
磐
城
、

岩
代
、
陸
前
、
陸
中
、
陸
奥
に
あ
た
る
五
つ
の
国
を
合
わ
せ
た
発
生
件
数
の
た
め
、
飛
躍
的
に
数
が
増
え
た
の
で
あ
る
。
青
木
年
表
で

五
つ
の
国
を
合
わ
せ
る
と
陸
奥
は
五
五
○
件
の
発
生
件
数
で
あ
り
、
青
木
年
表
よ
り
約
一
○
○
件
も
百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
は
減
っ
た

の
で
あ
る
。
二
番
目
に
多
い
国
は
二
一
九
件
の
出
羽
で
あ
る
。
こ
れ
も
青
木
年
表
で
は
羽
前
、
羽
後
に
わ
か
れ
て
い
た
も
の
が
一
つ
に

な
っ
た
た
め
増
え
た
と
考
え
る
。
青
木
年
表
で
は
二
五
八
件
で
あ
り
、
約
四
○
件
少
な
く
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
三
番
目
に
多

い
国
は
二
○
九
件
の
越
後
で
あ
る
。
青
木
年
表
で
は
一
七
一
件
の
発
生
件
数
が
確
認
で
き
、
越
後
は
新
年
表
の
段
階
に
な
り
増
え
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、
発
生
件
数
が
確
認
で
き
な
い
国
は
先
述
し
た
よ
う
に
志
摩
で
あ
る
。

地
方
別
に
発
生
件
数
を
み
る
と
、
最
も
発
生
件
数
が
多
い
地
方
は
七
三
七
件
の
関
東
で
あ
る
。
黒
正
年
表
、
青
木
年
表
の
段
階
で

は
、
百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
は
東
北
地
方
が
最
も
多
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
青
木
年
表
で
は
関
東
地
方
が
四
八
八
件
の
発
生
件
数
で

あ
る
か
ら
、
関
東
は
飛
躍
的
に
発
生
件
数
が
増
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
常
陸
の
国
は
青
木
年
表
で
は
六
二
件
の
発
生
件
数
で
あ
っ

た
が
、
新
年
表
に
な
る
と
一
八
○
件
に
な
り
著
し
く
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
東
地
方
に
お
い
て
一
九
八
○
年
代
以
降
に
地
方

史
研
究
が
多
く
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
一
方
、
最
も
発
生
件
数
が
少
な
い
地
方
は
二
五
三
件
の
四
国
で
あ
る
。
青
木
年
表
の
段
階
か

ら
引
き
続
き
、
四
国
地
方
は
百
姓
一
摸
が
少
な
い
地
方
で
あ
る
。

従
来
の
百
姓
一
摸
研
究
で
は
、
東
北
地
方
は
百
姓
一
摸
の
発
生
が
多
く
、
近
畿
地
方
は
少
な
い
地
域
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
北
島

（
胆
）

正
元
「
百
姓
一
撲
論
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
撲
の
分
布
密
度
は
、
東
北
型
地
帯
に
高
く
、
近
畿
型
地
帯
に
低
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
（
中
略
）
一
般
に
生
産
力
の
高
い
地

方
の
農
民
は
農
業
経
営
を
有
利
に
い
と
な
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
余
剰
生
産
物
を
確
保
し
、
自
己
の
生
活
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
一
摸
な
ど
の
犠
牲
多
き
非
合
法
運
動
に
出
る
必
要
は
す
ぐ
な
い
か
ら
、
東
北
地
帯
に
く
ら
べ
て
、
生
産
力
の
高
い
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近
畿
型
地
帯
に
一
摸
の
発
生
が
す
ぐ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

東
北
地
方
に
百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
が
多
い
こ
と
は
、
黒
正
年
表
、
青
木
年
表
と
合
致
す
る
が
、
は
た
し
て
近
畿
地
方
は
百
姓
一
摸

が
少
な
い
地
域
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
黒
正
①
年
表
で
は
、
近
畿
地
方
の
発
生
件
数
は
七
九
件
で
あ
り
、
地
方
別
に
み
る
と
四
番
目
に
発

生
件
数
が
多
い
地
域
で
あ
る
。
黒
正
②
年
表
の
段
階
に
な
る
と
、
近
畿
地
方
の
発
生
件
数
は
二
四
○
件
に
増
え
、
地
方
別
に
み
る
と
二

番
目
に
発
生
件
数
が
多
い
地
域
に
な
る
。
黒
正
②
で
加
え
ら
れ
た
変
化
は
、
青
木
年
表
や
新
年
表
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
青
木
年

表
で
は
、
近
畿
地
方
の
発
生
件
数
は
六
九
四
件
で
あ
り
、
地
方
別
に
み
る
と
二
番
目
に
発
生
件
数
が
多
い
地
域
で
あ
る
。
新
年
表
で

は
、
近
畿
地
方
の
発
生
件
数
は
七
○
二
件
で
あ
り
、
地
方
別
に
み
る
と
二
番
目
に
発
生
件
数
が
多
い
地
域
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
低

生
産
地
域
Ⅱ
一
摸
多
発
、
高
生
産
地
域
Ⅱ
一
撲
が
少
な
い
と
い
う
認
識
は
年
表
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
お
り
問
題
だ

と
考
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
年
表
に
お
い
て
収
録
時
期
の
相
違
が
あ
る
。
黒
正
年
表
で
は
一
六
○
三
年
～
一
八
六
七
年
の
徳
川
家
康
征
夷
大
将
軍

（
開
幕
）
か
ら
王
政
復
古
を
対
象
と
し
て
い
る
。
青
木
年
表
で
は
一
五
九
○
年
～
一
八
七
七
年
の
徳
川
家
康
の
関
東
入
部
か
ら
明
治

一
○
年
を
対
象
と
し
て
い
る
。
新
年
表
で
は
一
六
○
○
年
～
一
八
七
七
年
の
関
ヶ
原
か
ら
明
治
一
○
年
を
対
象
と
し
て
い
る
。
黒
正
年

表
で
は
、
慶
応
か
ら
明
治
初
年
の
連
続
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
た
め
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
青
木
年
表
、
新
年
表
と
も
一
摸
運
動
が
お

お
よ
そ
明
治
一
○
年
に
終
了
し
た
と
い
う
認
識
を
持
つ
。
開
始
時
期
を
い
つ
に
す
る
か
は
論
点
に
な
り
得
よ
う
が
、
近
世
か
ら
明
治
初

年
の
一
撲
像
を
描
く
上
で
大
き
な
差
違
は
生
み
出
さ
な
い
と
考
え
以
後
の
論
証
を
進
め
る
。

二
年
次
的
形
態
的
変
化
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百姓一摸の変遷一年表の比較を通じて

一
黒
正
年
表
に
み
る
一
○
年
代
別
闘
争
形
態
発
生
件
数

黒
正
氏
の
年
表
を
一
○
年
代
別
に
区
切
り
、
百
姓
一
摸
の
闘
争
形
態
の
発
生
件
数
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
黒
正
①
年
表
で
は
、

一
○
年
代
別
と
闘
争
形
態
が
特
定
で
き
る
も
の
は
全
部
で
四
七
○
件
あ
っ
た
。
黒
正
②
年
表
で
は
一
四
四
六
件
あ
っ
た
。
一
○
年
代
ご

と
の
闘
争
形
態
発
生
件
数
を
ま
と
め
る
と
表
５
、
表
６
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
一
○
年
代
ご
と
の
闘
争
形
態
発
生
件
数
の
傾
向
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
黒
正
①
年
表
で
は
、
慶
長
年
間
か
ら
寛
永
年
間

後
期
（
一
六
○
○
年
代
～
一
六
三
○
年
代
）
に
か
け
て
は
、
強
訴
や
暴
動
が
多
く
発
生
し
て
い
る
。
寛
永
年
間
後
期
か
ら
宝
永
年
間

（
一
六
四
○
年
代
～
一
七
○
○
年
代
）
ま
で
は
逃
散
や
越
訴
が
増
え
る
。
特
に
越
訴
は
慶
安
年
間
か
ら
万
治
年
間
（
一
六
五
○
年
代
）

に
件
数
が
増
大
し
、
逃
散
の
発
生
件
数
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
。
正
徳
年
間
二
七
一
○
年
代
）
以
後
は
、
強
訴
の
発
生
件
数
が
飛
躍

的
に
増
え
る
。
そ
の
中
で
も
、
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
に
な
る
と
逃
散
の
発
生
件
数
が
多
く
な
る
。
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年

代
）
と
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
に
は
、
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
件
数
が
多
く
確
認
で
き
る
。
ま
た
文
化
年
間
後
期
か
ら
慶
応
年
間

（
一
八
一
○
年
代
～
一
八
六
○
年
代
）
に
は
強
訴
の
発
生
件
数
を
上
回
り
、
暴
動
の
発
生
件
数
が
多
く
な
る
。

黒
正
②
年
表
で
は
、
慶
長
年
間
か
ら
寛
永
年
間
前
期
（
一
六
○
○
年
代
～
一
六
二
○
年
代
）
に
か
け
て
は
、
最
も
暴
動
の
発
生
件
数

が
多
い
。
寛
永
年
間
中
期
（
一
六
三
○
年
代
）
に
な
る
と
越
訴
が
、
寛
永
年
間
後
期
か
ら
慶
安
年
間
（
一
六
四
○
年
代
）
に
な
る
と
逃

散
の
発
生
件
数
が
暴
動
の
発
生
件
数
を
上
回
り
増
え
て
く
る
。
越
訴
の
発
生
件
数
は
、
正
徳
年
間
か
ら
享
保
年
間
前
期
（
一
七
一
○
年

代
）
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
享
保
年
間
中
期
（
一
七
二
○
年
代
）
以
降
は
、
強
訴
の
発
生
件
数
が
飛
躍
的
に
増
大
す
る
。
そ
の
中
で
も
、

享
和
年
間
か
ら
文
化
年
間
初
期
（
一
八
○
○
年
代
）
は
逃
散
の
発
生
件
数
が
強
訴
の
数
を
上
回
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
、
伊
予
、
豊

後
、
日
向
、
阿
波
、
石
見
の
国
で
逃
散
が
多
く
起
こ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
と
天
保
年
間
二
八
三
○
年

代
）
に
は
、
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
件
数
が
多
く
確
認
で
き
る
。
ま
た
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
と
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
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（
一
八
六
○
年
代
）
に
は
強
訴
の
発
生
件
数
を
上
回
り
、
暴
動
の
発
生
件
数
が
多
く
な
る
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
闘
争
形
態
の
発
生
の
変
化
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
黒
正
②
年
表
の
段
階
に
な
る
と
、
越
訴
の
発
生
件
数
は

正
徳
年
間
か
ら
享
保
年
間
前
期
（
一
七
一
○
年
代
）
に
か
け
て
二
三
件
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
が
ピ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
の
後
相
対

的
に
減
少
す
る
も
の
の
、
江
戸
時
代
全
体
を
通
し
て
、
越
訴
の
発
生
件
数
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
強
訴
が
最
も
発
生
し
た
年
代

は
、
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
で
あ
り
、
四
三
件
の
発
生
件
数
が
確
認
で
き
る
。
慶
長
年
間
中
期
（
一
六
○
○
年
代
）
を
の
ぞ

き
、
全
年
代
で
発
生
が
確
認
で
き
る
。
逃
散
が
最
も
発
生
し
た
年
代
は
、
一
四
件
起
き
て
い
る
享
和
年
間
か
ら
文
化
年
間
初
期

（
一
八
○
○
年
代
）
で
あ
る
。
逃
散
は
慶
長
年
間
（
一
六
○
○
年
代
）
と
明
和
年
間
後
期
か
ら
安
永
年
間
（
一
七
七
○
年
代
）
を
の
ぞ

き
、
全
年
代
で
発
生
が
確
認
で
き
る
。
打
ち
こ
わ
し
は
宝
永
年
間
（
一
七
一
○
年
代
）
以
降
、
連
続
し
て
発
生
が
確
認
で
き
、
中
で
も

天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
と
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
に
打
ち
こ
わ
し
が
多
く
確
認
で
き
る
。
暴
動
が
最
も
発
生
し
た
年
代

は
、
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
で
あ
り
、
四
四
件
の
発
生
件
数
が
確
認
で
き
る
。
暴
動
は
慶
安
年
間
二
六
四
○
年
代
）
と
寛
文

年
間
（
一
六
六
○
年
代
）
を
の
ぞ
き
、
全
年
代
で
発
生
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
暴
動
の
発
生
件
数
は
多
く
確
認
で
き
る
が
、
黒
正

氏
は
こ
の
暴
動
に
関
し
て
明
確
な
概
念
規
定
を
行
っ
て
い
な
い
点
が
問
題
と
考
え
る
。

黒
正
①
年
表
で
は
騒
擾
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
黒
正
②
年
表
の
段
階
に
な
る
と
、
騒
擾
の
発
生
件
数
が
飛
躍
的
に
多
く
な
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
黒
正
氏
は
騒
擾
に
関
し
て
概
念
規
定
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
騒
擾
と
は
ど
の
よ
う
の
闘
争
形
態
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
青
木
虹
二
氏
の
「
百
姓
一
摸
の
年
次
的
研
究
」
で
は
、
黒
正
②
年
表
で
騒
擾
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
た
も
の

は
、
基
本
的
に
騒
動
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
黒
正
②
年
表
で
、
慶
長
一
三
（
一
六
○
八
）
年
に
周
防
で
発
生
し
た
と
さ

れ
る
騒
擾
は
、
青
木
氏
の
『
百
姓
一
撲
の
年
次
的
研
究
」
で
は
、
騒
動
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
青
木
氏
は
「
内
容
や
態
度
が
不
明

分
で
も
、
な
ん
ら
か
の
農
民
の
行
動
が
発
生
し
た
も
の
」
を
騒
動
と
規
定
し
て
い
る
。
一
方
、
新
年
表
で
は
、
慶
長
一
三
（
一
六
○
八
）
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百姓一摸の変遷一年表の比較を通じて

年
に
周
防
で
発
生
し
た
百
姓
一
摸
は
逃
散
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
黒
正
氏
の
段
階
で
騒
擾
と
し
て
収
録
さ
れ
て

い
た
も
の
に
は
、
新
年
表
で
は
、
強
訴
、
集
会
、
強
談
、
不
明
、
そ
の
他
な
ど
、
様
々
な
闘
争
形
態
で
収
録
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

こ
と
よ
り
、
黒
正
氏
で
収
録
さ
れ
て
い
る
騒
擾
と
は
、
何
か
し
ら
の
百
姓
一
摸
が
発
生
し
た
が
、
闘
争
形
態
の
分
類
が
で
き
な
か
っ
た

も
の
を
騒
擾
と
し
て
分
類
し
た
と
考
え
る
。

黒
正
氏
の
最
大
の
成
果
は
、
百
姓
一
撲
の
闘
争
形
態
（
黒
正
氏
は
抵
抗
形
態
と
規
定
し
て
い
る
）
を
越
訴
、
強
訴
、
逃
散
の
三
形
態

｛
脇
）

に
分
類
し
た
こ
と
で
あ
る
。
黒
正
氏
の
闘
争
形
態
の
分
類
は
、
後
の
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
内
の
一
人
が
、
堀
江
英

（
Ｍ
）

一
氏
で
あ
る
。
堀
江
氏
は
昭
和
二
九
年
に
「
明
治
維
新
の
社
会
構
造
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
百
姓
一
摸
を
、
三
つ
の
時
代
的
類
型

に
分
類
し
た
。
三
つ
の
時
代
的
類
型
に
つ
い
て
、
堀
江
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

農
民
一
摸
に
は
三
つ
の
時
代
的
類
型
が
み
う
け
ら
れ
る
。
最
も
ふ
る
い
第
一
の
類
型
は
庄
屋
層
指
導
の
代
表
越
訴
型
で
あ
り
、
つ

づ
い
て
あ
ら
わ
れ
る
第
二
の
類
型
は
庄
屋
層
ま
た
は
村
役
人
層
が
指
導
し
て
い
る
が
、
し
か
し
商
品
生
産
者
層
を
中
核
と
し
た
一

般
農
民
が
か
れ
ら
を
お
し
あ
げ
か
れ
ら
を
さ
さ
え
て
い
る
惣
百
姓
一
撲
型
で
あ
る
。
最
後
の
幕
末
に
は
い
っ
て
も
あ
ら
わ
れ
る
第

三
の
類
型
は
商
品
生
産
者
的
農
層
が
分
解
を
は
じ
め
て
村
役
人
層
と
没
落
す
る
中
農
層
を
中
核
と
す
る
一
般
農
民
層
と
が
分
裂
し

て
、
一
般
農
民
層
が
村
役
人
層
を
攻
撃
す
る
世
直
し
一
撲
型
で
あ
る
。
多
く
の
農
民
一
摸
を
こ
う
し
た
類
型
に
厳
密
に
は
め
こ
む

こ
と
は
む
づ
か
し
い
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
農
民
一
摸
は
代
表
越
訴
型
↓
惣
百
姓
一
撲
型
↓
世
直
し
一
撲
型
と
発
展
し
た
と
み
て

堀
江
氏
は
、
百
姓
一
摸
の
闘
争
主
体
を
取
り
巻
く
経
済
構
造
の
変
化
や
階
級
的
性
格
、
さ
ら
に
闘
争
形
態
を
基
準
と
し
て
、
百
姓
一

摸
の
時
代
区
分
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
百
姓
一
模
は
時
代
ご
と
に
、
代
表
越
訴
型
、
惣
百
姓
一
模
型
、
世
直
し
一
模
型
へ
と
発
展
し
た

と
考
え
た
。
代
表
越
訴
型
は
元
禄
期
（
一
六
八
八
年
～
一
七
○
三
年
）
に
終
わ
り
、
正
徳
期
か
ら
享
保
期
（
一
七
二
年
～
一
七
三
五

（
脇
）

差
支
え
な
か
ろ
う
。

堀
江
氏
は
、
百
姓
扉
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黒
正
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
闘
争
形
態
は
、
堀
江
氏
に
よ
っ
て
代
表
越
訴
型
、
惣
百
一
撲
型
、
世
直
し
一
撲
型
と
い
う
よ

う
に
、
百
姓
一
摸
の
時
代
区
分
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二
青
木
年
表
に
み
る
一
○
年
代
別
闘
争
形
態
発
生
件
数

青
木
年
表
で
は
、
一
○
年
代
が
特
定
で
き
る
も
の
は
全
部
で
四
○
八
七
件
あ
っ
た
。
ま
と
め
る
と
表
７
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
一
○
年
代
ご
と
の
闘
争
形
態
発
生
件
数
の
傾
向
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
天
正
年
間
か
ら
慶
長
年
間
中
期
（
一
五
九
○
年

代
～
一
六
○
○
年
代
）
は
、
蜂
起
の
発
生
が
多
く
確
認
で
き
る
。
蜂
起
の
発
生
件
数
は
、
慶
長
年
間
二
六
○
○
年
代
）
に
ピ
ー
ク
を

迎
え
る
。
ま
た
天
正
年
間
か
ら
万
治
年
間
（
一
五
九
○
年
代
～
一
六
五
○
年
代
）
に
か
け
て
は
、
逃
散
の
発
生
が
多
く
確
認
で
き
る
。

逃
散
の
発
生
件
数
の
ピ
ー
ク
は
、
慶
長
年
間
後
期
か
ら
元
和
年
間
中
期
（
一
六
一
○
年
代
）
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
相
対
的
に
減
少
す

る
。
万
治
年
間
（
一
六
五
○
年
代
）
ま
で
逃
散
が
多
く
確
認
で
き
る
一
方
で
、
元
和
年
間
後
期
か
ら
享
保
年
間
前
期
（
一
六
二
○
年
代

～
一
七
一
○
年
代
）
に
は
、
愁
訴
や
越
訴
の
発
生
件
数
も
多
く
確
認
で
き
る
。
中
で
も
愁
訴
は
、
元
和
年
間
中
期
（
一
六
二
○
年
代
）

年
）
に
は
惣
百
姓
一
撲
型
が
多
く
な
る
。
明
和
期
か
ら
天
明
期
（
一
七
六
四
年
～
一
七
八
八
年
）
に
惣
百
姓
一
撲
型
か
ら
世
直
し
一
撲

型
へ
の
転
換
が
は
じ
ま
り
、
天
保
期
（
一
八
三
○
年
～
一
八
四
三
年
）
に
は
世
直
し
一
撲
型
が
多
く
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
黒
正
①
年

表
の
闘
争
形
態
の
時
代
的
変
化
を
み
て
み
る
と
、
元
禄
・
宝
永
期
二
七
○
○
年
代
）
ま
で
越
訴
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
強
訴
は
正

徳
期
以
降
（
一
七
一
○
年
代
～
）
か
ら
飛
躍
的
に
増
え
て
い
る
。
天
明
期
（
一
七
八
○
年
代
）
に
な
る
と
打
ち
こ
わ
し
の
数
が
多
く
確

認
で
き
、
天
保
期
（
一
八
三
○
年
代
～
）
に
な
る
と
、
打
ち
こ
わ
し
、
暴
動
が
多
く
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
堀
江
氏
が

規
定
し
た
百
姓
一
摸
の
時
代
的
類
型
で
あ
る
、
代
表
越
訴
型
、
惣
百
姓
一
撲
型
、
世
直
し
一
撲
型
の
時
代
的
区
分
と
お
お
よ
そ
合
致
し

て
い
る
と
考
え
る
。
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と
、
元
禄
年
間
二
六
九
○
年
代
）
に
多
く
の
発
生
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
元
和
年
間
中
期
（
一
六
二
○
年
代
）
は
羽
後
で
、
元

禄
年
間
（
一
六
九
○
年
代
）
は
陸
中
、
武
蔵
、
近
江
で
特
に
多
く
愁
訴
が
発
生
し
た
た
め
で
あ
る
。
越
訴
は
、
慶
安
年
間
か
ら
享
保
年

間
前
期
（
一
六
五
○
年
代
～
一
七
一
○
年
代
）
に
な
る
と
発
生
件
数
が
増
え
て
く
る
。
特
に
寛
文
年
間
二
六
六
○
年
代
）
に
な
る

と
、
越
訴
の
発
生
件
数
は
逃
散
の
発
生
件
数
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
。
正
徳
年
間
以
降
（
一
七
一
○
年
代
）
は
、
圧
倒
的
に
強
訴
の
数

が
増
え
る
。
そ
の
中
で
も
、
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
、
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
、
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
○

年
代
）
に
は
特
に
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
件
数
が
多
く
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
闘
争
形
態
の
発
生
の
変
化
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
青
木
年
表
の
段
階
に
な
る
と
、
越
訴
の
み
な
ら
ず
、
逃

散
の
発
生
件
数
も
全
年
代
を
通
し
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
黒
正
年
表
で
は
、
逃
散
の
発
生
件
数
が
多
い
年
代
は
享
和
年
間
か
ら

文
化
年
間
初
期
（
一
八
○
○
年
代
）
で
あ
っ
た
。
青
木
年
表
で
は
、
慶
長
年
間
後
期
か
ら
元
和
年
間
（
一
六
一
○
年
代
）
に
二
二
件
と

鹸
も
多
く
、
そ
の
後
相
対
的
に
逃
散
の
発
生
件
数
は
減
少
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
青
木
氏
の
段
階
に
な
り
、
逃
散
は
江
戸
時

代
前
期
に
多
く
展
開
さ
れ
た
闘
争
形
態
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
青
木
氏
の
段
階
に
な
り
、
新
た

に
闘
争
形
態
と
し
て
加
わ
っ
た
愁
訴
も
江
戸
時
代
全
体
を
通
し
て
発
生
が
確
認
で
き
る
。
特
に
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
○

年
代
）
に
多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蜂
起
は
、
天
正
年
間
か
ら
寛
永
年
間
中
期
（
一
五
九
○
年
代
か
ら
一
六
三
○
年
代
）
、

正
徳
年
間
か
ら
寛
政
年
間
二
七
一
○
年
代
～
一
七
九
○
年
代
）
、
文
政
年
間
か
ら
弘
化
年
間
（
一
八
一
二
○
年
代
～
一
八
四
○
年
代
）

に
発
生
が
確
認
で
き
る
。
青
木
氏
は
、
蜂
起
を
．
国
・
一
藩
的
規
模
の
闘
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
近
世
初
頭
に
発
生
し
た
武
装

蜂
起
も
蜂
起
と
し
て
収
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
禄
四
（
一
五
九
五
）
年
に
越
後
国
笹
岡
村
で
発
生
し
た
百
姓
一
摸
は
、

村
の
規
模
で
起
こ
っ
た
百
姓
一
摸
で
あ
る
が
蜂
起
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
慶
長
五
（
一
六
○
○
）
年
八
月
に
伊
予
国
松
葉
町
で
発

生
し
た
一
摸
も
蜂
起
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
青
木
氏
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
発
生
し
た
土
豪
や
百
姓
ら
が
武
器
を
用

7ラ



（
鴫
）

青
木
氏
は
「
百
姓
一
摸
の
年
次
的
研
究
」
の
中
で
闘
争
形
態
の
発
生
時
期
区
分
の
表
を
作
り
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
天
正

年
間
か
ら
寛
永
年
間
（
一
五
九
○
年
～
一
六
四
三
年
）
は
、
暴
動
形
態
を
特
徴
と
す
る
土
豪
一
撲
が
多
く
発
生
す
る
。
寛
永
年
間
か
ら

正
保
年
間
（
一
六
二
四
年
～
一
六
四
七
年
）
は
、
逃
散
が
多
く
発
生
す
る
。
寛
文
年
間
か
ら
正
徳
年
間
（
一
六
六
一
年
～
一
七
一
五

年
）
は
越
訴
形
態
を
特
徴
と
す
る
代
表
越
訴
が
行
わ
れ
る
。
享
保
年
間
か
ら
宝
暦
年
間
二
七
一
六
年
～
一
七
六
三
年
）
は
、
強
訴
形

態
を
特
徴
と
す
る
惣
百
姓
一
摸
が
発
生
す
る
。
寛
延
年
間
以
降
（
一
七
四
八
年
～
）
に
な
る
と
、
世
直
し
運
動
を
伴
い
、
打
ち
こ
わ
し

〈
財
）

形
態
を
特
徴
と
す
る
幕
・
藩
惣
百
姓
一
摸
（
全
藩
一
摸
）
が
展
開
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

実
際
の
青
木
年
表
の
数
値
を
み
る
と
、
天
正
年
間
か
ら
慶
長
年
間
（
一
五
九
○
年
代
～
一
六
○
○
年
代
）
に
か
け
て
、
蜂
起
の
発
生

件
数
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
天
正
年
間
か
ら
万
治
年
間
二
五
九
○
年
代
～
一
六
五
○
年
代
）
に
か
け
て
は
、
逃
散
の
発
生
が

多
く
確
認
で
き
る
。
越
訴
は
、
慶
安
年
間
か
ら
享
保
年
間
前
期
（
一
六
五
○
年
代
～
一
七
一
○
年
代
）
に
な
る
と
発
生
件
数
が
増
え
る

こ
と
が
わ
か
る
。
正
徳
年
間
以
降
（
一
七
一
○
年
代
）
は
圧
倒
的
に
強
訴
の
数
が
増
え
る
。
そ
の
中
で
も
打
ち
こ
わ
し
は
、
正
徳
年
間

（
一
七
一
○
年
代
）
か
ら
継
続
的
に
発
生
し
、
享
保
年
間
後
期
か
ら
元
文
年
間
（
一
七
三
○
年
代
）
に
増
加
し
は
じ
め
る
と
い
う
傾
向

が
わ
か
る
。

い
る
武
装
蜂
起
と
、
江
戸
時
代
中
後
期
に
発
生
す
る
大
規
模
な
百
姓
一
撲
を
蜂
起
と
規
定
し
た
と
考
え
る
。
打
ち
こ
わ
し
は
、
正
徳
年

間
（
一
七
一
○
年
代
）
か
ら
継
続
的
に
発
生
し
、
享
保
年
間
後
期
か
ら
元
文
年
間
（
一
七
三
○
年
代
）
に
増
加
し
始
め
る
。
中
で
も
、

天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
は
一
二
三
件
、
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
は
二
四
件
、
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
○

年
代
）
は
一
五
○
件
と
、
多
く
発
生
件
数
が
確
認
で
き
る
。
黒
正
年
表
で
は
、
天
明
期
と
天
保
期
の
打
ち
こ
わ
し
が
多
く
確
認
で
き
る

が
、
青
木
年
表
の
段
階
に
な
る
と
天
明
期
、
天
保
期
に
加
え
て
、
世
直
し
の
段
階
で
も
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
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青
木
氏
は
「
百
姓
一
摸
の
年
次
的
研
究
』
の
中
で
、
天
正
年
間
か
ら
寛
永
年
間
（
一
五
九
○
年
～
一
六
四
三
年
）
は
、
暴
動
形
態
を

特
徴
と
す
る
土
豪
一
摸
が
多
く
発
生
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
数
値
で
は
、
天
正
年
間
か
ら
慶
長
年
間
（
一
五
九
○
年
代

～
一
六
○
○
年
代
）
に
暴
動
の
発
生
件
数
は
多
く
、
時
期
が
若
干
ず
れ
る
と
考
え
る
。
逃
散
は
、
寛
永
年
間
か
ら
正
保
年
間
（
一
六
二
四

年
～
一
六
四
七
年
）
に
多
く
発
生
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
時
期
に
多
く
確
認
で
き
る
が
、
逃
散
が
最
も
発
生
し
た
時
期
は

慶
長
年
間
後
期
か
ら
元
和
年
間
中
期
（
一
六
一
○
年
代
）
で
あ
り
、
逃
散
の
時
期
を
延
ば
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
青
木

氏
の
「
百
姓
一
摸
の
年
次
的
研
究
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
時
期
区
分
と
実
際
の
数
値
で
は
、
闘
争
形
態
の
発
生
の
時
期
に
差
が
あ
る
と

氏
の
二

青
木
年
表
で
は
、
実
際
の
統
計
数
値
と
若
干
の
ず
れ
は
あ
る
も
の
の
、
堀
江
氏
の
時
代
的
類
型
を
も
と
に
、
そ
れ
ら
を
証
明
す
る
か

の
よ
う
な
統
計
的
数
値
を
示
し
て
い
る
。
堀
江
氏
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
時
代
的
類
型
は
、
さ
ら
に
青
木
氏
の
年
表
に
よ
っ
て
広
く

認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

考
え
る
。

三
新
年
表
に
み
る
一
○
年
代
別
闘
争
形
態
発
生
件
数

新
年
表
で
は
、
一
○
年
代
が
特
定
で
き
る
も
の
は
全
部
で
四
一
五
一
件
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
表
８
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
一
○
年
代
ご
と
の
闘
争
形
態
発
生
件
数
の
傾
向
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
慶
長
年
間
二
六
○
○
年
代
）
は
蜂
起
が
多
く

発
生
し
て
い
る
。
慶
長
年
間
後
期
か
ら
寛
永
年
間
中
期
（
一
六
一
○
年
代
～
一
六
三
○
年
代
）
に
な
る
と
、
逃
散
の
発
生
件
数
が
多
く

な
る
。
寛
永
年
間
後
期
（
一
六
四
○
年
代
）
に
な
る
と
、
越
訴
の
発
生
件
数
が
逃
散
を
上
回
る
。
そ
し
て
越
訴
は
、
宝
永
年
間

（
一
七
○
○
年
代
）
頃
ま
で
多
く
発
生
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
正
徳
年
間
（
一
七
一
○
年
代
）
に
な
る
と
、
強
訴
の
発
生
件
数
が

飛
躍
的
に
増
加
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
、
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
、
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
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（
一
八
六
○
年
代
）
は
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
が
多
く
確
認
で
き
る
。

青
木
年
表
の
一
○
年
代
ご
と
の
闘
争
形
態
発
生
件
数
の
傾
向
と
比
較
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
青
木
年

表
で
は
、
天
正
年
間
か
ら
慶
長
年
間
（
一
五
九
○
年
代
～
一
六
○
○
年
代
）
に
か
け
て
、
蜂
起
の
発
生
件
数
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
天
正
年
間
か
ら
万
治
年
間
二
五
九
○
年
代
～
一
六
五
○
年
代
）
に
か
け
て
は
、
逃
散
の
発
生
が
多
く
確
認
で
き
る
。
慶
安
年
間

か
ら
享
保
年
間
前
期
（
一
六
五
○
年
代
～
一
七
一
○
年
代
）
に
な
る
と
、
越
訴
の
発
生
件
数
が
増
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
正
徳
年
間
以

降
（
一
七
一
○
年
代
）
は
圧
倒
的
に
強
訴
の
発
生
件
数
が
増
え
る
。
そ
の
中
で
も
、
天
明
年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
、
天
保
年
間

（
一
八
三
○
年
代
）
、
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
○
年
代
）
に
は
特
に
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
件
数
が
多
く
確
認
で
き
る
の
で
あ

る
。
新
年
表
で
は
、
逃
散
は
慶
長
年
間
後
期
か
ら
寛
永
年
間
中
期
（
一
六
一
○
年
代
～
一
六
三
○
年
代
）
に
発
生
件
数
が
多
く
な
る
。

ま
た
越
訴
は
寛
永
年
間
後
期
（
一
六
四
○
年
代
）
に
な
る
と
、
逃
散
を
上
回
り
増
え
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
逃
散

と
越
訴
の
発
生
年
代
に
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
闘
争
形
態
の
発
生
傾
向
は
大
き
く
変

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
闘
争
形
態
の
発
生
の
変
化
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
越
訴
、
逃
散
は
明
治
年
間
（
一
八
七
○
年
代
）
を
の
ぞ

き
、
全
年
代
で
発
生
が
確
認
で
き
る
。
越
訴
が
最
も
発
生
し
た
年
代
は
、
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
○
年
代
）
で
あ
る
。
逃

散
が
最
も
発
生
し
た
年
代
は
、
享
和
年
間
か
ら
文
化
年
間
前
期
（
一
八
○
○
年
代
）
で
あ
る
。
青
木
年
表
で
は
、
逃
散
は
慶
長
年
間
後

期
か
ら
元
和
年
間
二
六
一
○
年
代
）
に
最
も
多
く
発
生
し
、
近
世
初
期
に
多
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
新
年
表
に
な
る
と
逃

散
は
近
世
前
期
だ
け
で
な
く
、
中
後
期
に
も
二
○
件
代
の
発
生
件
数
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
逃
散
は
江
戸
時
代
前
期
に
多

く
発
生
す
る
闘
争
形
態
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
逃
散
の
発
生
時
期
に
関
し
て
は
、
黒
正
年
表
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え

る
。
蜂
起
は
、
慶
長
年
間
（
一
六
○
○
年
代
）
に
二
三
件
、
慶
長
年
間
後
期
か
ら
元
和
年
間
中
期
（
一
六
一
○
年
代
）
に
九
件
、
寛
永

化
し
な
い
と
考
え
る
。
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年
間
（
一
六
三
○
年
代
）
に
一
件
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
○
年
代
）
に
一
件
の
発
生
が
確
認
で
き
る
。
保
坂
氏
は
「
百
姓
一
摸
事
典
」

の
中
で
、
蜂
起
の
発
生
時
期
に
関
し
て
「
戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
頻
発
す
る
が
、
寛
永
一
四
～
一
五
年
（
一
六
三
七
～

（
肥
）

三
八
）
の
島
原
天
草
一
摸
（
島
原
の
乱
）
を
最
後
に
終
焉
し
た
土
豪
一
摸
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
統
計
を
と
っ
て
み
る
と
、
延
宝

年
間
二
六
七
○
年
代
）
に
一
件
、
万
延
年
間
か
ら
明
治
年
間
前
期
二
八
六
○
年
代
）
に
一
件
の
発
生
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

延
宝
年
間
（
一
六
七
○
年
代
）
に
発
生
す
る
一
件
と
は
、
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
に
肥
後
の
国
で
発
生
し
た
仏
原
騒
動
で
あ
る
。
こ

の
百
姓
一
摸
は
二
四
、
五
人
の
小
さ
な
規
模
で
起
き
て
お
り
、
地
域
の
特
殊
な
事
例
と
考
え
る
。
万
延
年
間
か
ら
明
治
年
間
前
期

（
一
八
六
○
年
代
）
に
発
生
し
た
一
件
と
は
、
明
治
一
（
一
八
六
八
）
年
三
月
一
八
日
に
隠
岐
の
国
で
発
生
し
た
隠
岐
騒
動
で
あ
る
。

青
木
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
蜂
起
と
比
較
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
青
木
年
表
で
は
、
蜂
起
は
天
正

年
間
か
ら
寛
永
年
間
中
期
（
一
五
九
○
年
代
か
ら
一
六
三
○
年
代
）
、
正
徳
年
間
か
ら
寛
政
年
間
（
一
七
一
○
年
代
～
一
七
九
○
年
代
）
、

文
政
年
間
か
ら
弘
化
年
間
二
八
一
二
○
年
代
～
一
八
四
○
年
代
）
に
発
生
が
確
認
で
き
る
。
新
年
表
で
は
、
蜂
起
を
「
土
豪
や
百
姓

ら
が
、
武
器
を
持
っ
て
領
主
軍
に
抵
抗
す
る
形
態
」
と
規
定
し
、
近
世
初
頭
に
多
く
確
認
で
き
る
。
一
方
で
、
青
木
年
表
で
は
蜂
起
は

．
国
・
一
藩
的
規
模
の
闘
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
近
世
初
頭
か
ら
中
後
期
に
も
発
生
が
確
認
で
き
る
。
青
木
年
表
で
中
後
期
に
発

生
が
確
認
で
き
る
蜂
起
は
、
新
年
表
で
は
ど
の
よ
う
な
闘
争
形
態
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
天
保
二
年
に
周

防
、
長
門
の
国
で
発
生
し
た
長
州
藩
天
保
大
一
摸
は
、
青
木
年
表
で
は
蜂
起
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
新
年
表
で
は
、
打
ち

こ
わ
し
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
近
世
中
後
期
に
発
生
し
た
も
の
で
、
青
木
年
表
で
蜂
起
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も

の
の
多
く
は
、
新
年
表
で
は
打
ち
こ
わ
し
や
、
強
訴
・
打
ち
こ
わ
し
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

門
訴
は
天
和
年
間
か
ら
元
禄
年
間
初
期
（
一
六
八
○
年
代
）
に
一
件
の
発
生
が
確
認
で
き
、
そ
の
後
元
禄
年
間
後
期
（
一
七
○
○
年

代
）
以
降
に
な
る
と
連
続
的
に
発
生
が
確
認
で
き
る
。
門
訴
の
発
生
件
数
が
最
も
多
い
国
は
武
蔵
で
三
四
件
で
あ
り
、
二
番
目
に
発
生
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件
数
が
多
い
国
は
三
二
件
の
常
陸
で
あ
る
。
地
方
別
に
み
る
と
、
門
訴
は
関
東
で
一
二
二
件
と
圧
倒
的
多
さ
で
発
生
し
て
お
り
、
発
生

地
域
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
闘
争
形
態
で
あ
る
。

強
訴
は
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
○
年
代
）
に
な
る
と
連
続
的
に
発
生
が
確
認
で
き
、
正
徳
年
間
（
一
七
一
○
年
代
）
以
降
、
急
激
に

発
生
件
数
が
増
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
打
ち
こ
わ
し
を
伴
う
強
訴
は
、
天
和
年
間
か
ら
元
禄
年
間
初
期
（
一
六
八
○
年
代
）
に
発
生
が

確
認
で
き
、
正
徳
年
間
（
一
七
一
○
年
代
）
以
降
に
な
る
と
、
連
続
的
に
発
生
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
明

治
年
間
（
一
八
七
○
年
代
）
に
打
ち
こ
わ
し
を
伴
う
強
訴
は
、
一
○
四
件
中
、
四
七
件
と
発
生
が
多
く
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

打
ち
こ
わ
し
は
、
享
保
年
間
後
期
（
一
七
三
○
年
代
）
以
降
に
連
続
的
に
発
生
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
、
天
明

年
間
（
一
七
八
○
年
代
）
、
天
保
年
間
（
一
八
三
○
年
代
）
、
万
延
年
間
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
○
年
代
）
は
打
ち
こ
わ
し
の
発
生
が

多
く
確
認
で
き
る
。
明
治
年
間
（
一
八
七
○
年
代
）
の
百
姓
一
摸
で
は
、
打
ち
こ
わ
し
と
同
時
に
放
火
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
こ
の
こ
と
は
新
年
表
で
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

集
団
訴
は
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
○
年
代
）
以
降
に
連
続
的
に
発
生
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
集
団
訴
に
関
し
て
、
明
確
な
概
念
規

定
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
を
集
団
訴
と
し
て
収
録
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）

年
四
月
一
七
日
に
信
濃
国
水
内
郡
戸
隠
山
神
領
村
々
で
発
生
し
た
百
姓
一
摸
で
は
、
「
戸
隠
山
神
領
内
村
々
の
百
姓
ら
が
大
勢
に
て
出

訴
を
行
っ
た
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
文
化
一
（
一
八
○
四
）
年
に
上
野
国
碓
永
郡
劔
崎
村
で
発
生
し
た
百
姓
一
摸
で
は
、
「
劔
崎
村

百
姓
が
願
筋
が
あ
る
と
し
て
集
団
で
高
崎
領
石
原
村
を
通
り
か
か
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
大
勢
で
出
訴

し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
、
訴
願
の
対
象
や
方
法
が
不
明
確
な
場
合
を
集
団
訴
と
い
う
概
念
で
規
定
し
て
い
る
と
考
え
る
。

新
年
表
は
作
成
途
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
闘
争
形
態
の
欄
に
「
無
記
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
れ

ら
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
元
禄
三
（
一
六
九
○
）
年
七
月
一
二
日
に
伊
予
国
宇
和
郡
山
田
村
で
発
生
し
た
百
姓
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四
新
年
表
に
お
け
る
越
訴
の
発
生
と
義
民
物
語

先
の
項
よ
り
、
青
木
年
表
で
闘
争
形
態
の
発
生
傾
向
を
み
る
と
、
慶
安
年
間
か
ら
享
保
年
間
前
期
（
一
六
五
○
年
代
～
一
七
一
○
年

代
）
に
越
訴
の
発
生
件
数
が
増
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
青
木
氏
は
、
こ
の
時
代
は
越
訴
形
態
を
特
徴
と
す
る
代
表
越
訴
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
規
定
し
て
お
り
、
代
表
越
訴
型
一
摸
は
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

新
年
表
に
お
い
て
越
訴
は
、
寛
永
年
間
後
期
（
一
六
四
○
年
代
）
に
な
る
と
逃
散
の
発
生
件
数
を
上
回
り
、
宝
永
年
間
（
一
七
○
○

年
代
）
頃
ま
で
多
く
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
新
年
表
に
お
い
て
も
、
代
表
越
訴
の
時
代
が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
新
年
表
で
は
、
こ
れ
ら
の
越
訴
に
、
「
史
料
的
確
認
は
で
き
な
い
が
次
の
話
が
残
る
」
と
明
記
し
、
後
世
の

義
民
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
る
。
こ
の
義
民
物
語
と
い
う
規
定
を
入
れ
る
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

一
摸
で
は
、
百
姓
ら
が
庄
屋
・
組
頭
の
非
違
を
出
訴
し
た
が
、
庄
屋
ら
に
非
違
は
な
い
と
し
、
頭
取
を
配
流
に
処
し
て
い
る
。
万
治
一

（
一
六
五
八
）
年
七
月
二
七
日
以
前
に
肥
後
国
玉
名
郡
綱
田
村
で
発
生
し
た
百
姓
一
摸
で
は
、
百
姓
四
人
が
徒
党
し
て
惣
庄
屋
に
申
し

掛
け
を
行
っ
た
と
し
て
詐
伐
に
処
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
よ
り
、
訴
願
方
法
に
非
合
法
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
訴
願
内
容
に
よ
り
処
罰
さ

れ
た
事
例
集
に
「
無
記
入
」
と
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
無
記
入
」
は
、
安
永
年
間
（
一
七
七
○
年
代
）
と
明
治
年
間
二
八
七
○
年
代
）
を
除
き
、
全
年
代
で
発
生
が
確
認
で
き
る
が
、

特
に
承
応
年
間
か
ら
宝
永
年
間
（
一
六
五
○
年
代
～
一
七
○
○
年
代
）
に
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
、
無
記
入
と
そ
の
他
の
闘
争

形
態
の
発
生
件
数
を
合
わ
せ
る
と
、
越
訴
の
発
生
件
数
に
匹
敵
す
る
多
さ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
承
応
年
間
か
ら
宝
永
年
間

（
一
六
五
○
年
代
～
一
七
○
○
年
代
）
に
お
い
て
、
非
合
法
運
動
で
あ
る
百
姓
一
摸
の
闘
争
形
態
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
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北
島
氏
の
研
究
に
も
あ
る
よ
う
に
、
東
北
地
方
に
お
い
て
百
姓
一
摸
の
発
生
件
数
は
多
く
、
近
畿
地
方
で
は
発
生
件
数
は
少
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
統
計
分
析
を
行
う
と
、
近
畿
地
方
は
発
生
件
数
が
比
較
的
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
新
の
新
年
表
で

は
、
東
北
を
上
回
り
、
関
東
の
発
生
件
数
が
多
く
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

黒
正
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
闘
争
形
態
は
、
堀
江
氏
に
よ
っ
て
代
表
越
訴
型
、
惣
百
一
撲
型
、
世
直
し
一
模
型
と
い
う
よ

う
に
、
百
姓
一
摸
の
時
代
区
分
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
青
木
年
表
で
は
実
際
の
統
計
数
値
と
若
干
の
ず
れ
は
あ
る
も

の
の
、
堀
江
氏
の
時
代
的
類
型
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
な
統
計
的
数
値
を
示
し
て
い
る
。
堀
江
氏
を
も
と
に
青
木
年
表
で
は
、
百
姓
一

摸
の
闘
争
形
態
を
暴
動
↓
逃
散
↓
越
訴
（
代
表
越
訴
）
↓
強
訴
（
惣
百
姓
一
摸
）
↓
打
ち
こ
わ
し
（
全
藩
一
摸
）
と
展
開
す
る
と
規
定

お
わ
り
に
、
こ
こ
ま
で
明
ら
《

本
稿
を
し
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
こ
ま
で
明
ら
か

か
。
表
９
の
越
訴
に
お
い
て
（
）
内
の
数
値
が
義
民
物
語
の
件
数
で
あ
る
。

新
年
表
に
お
い
て
、
越
訴
の
発
生
傾
向
が
高
い
寛
永
年
間
後
期
か
ら
宝
永
年
間
（
一
六
四
○
年
代
～
一
七
○
○
年
代
）
を
み
て
み
る

と
、
寛
文
年
間
後
期
か
ら
延
宝
年
間
（
一
六
七
○
年
代
）
、
宝
永
年
間
（
一
七
○
○
年
代
）
を
除
き
、
越
訴
の
発
生
件
数
の
半
分
以
上

は
義
民
物
語
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
寛
永
年
間
後
期
か
ら
宝
永
年
間
（
一
六
四
○
年
代
～
一
七
○
○
年
代
）
に

お
い
て
、
義
民
物
語
を
除
く
と
越
訴
と
認
識
で
き
る
発
生
件
数
は
少
な
く
な
り
、
こ
の
時
代
は
越
訴
形
態
を
特
徴
と
す
る
時
代
と
は
呼

べ
な
く
な
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

に
し
て
き
た
こ
と
の
中
で
強
調
し
た
い
点
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
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し
た
の
で
あ
る
。
青
木
年
表
と
新
年
表
を
一
○
年
代
ご
と
に
区
切
り
、
闘
争
形
態
発
生
件
数
の
傾
向
を
比
較
す
る
と
、
逃
散
と
越
訴
の

発
生
年
代
に
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
闘
争
形
態
の
発
生
傾
向
は
大
き
く
変
化
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
従
来
、
寛
文
年
間
か
ら
正
徳
年
間
（
一
六
六
一
年
～
一
七
一
五
年
）
は
越
訴
が
多
く
展
開
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
義

民
物
語
を
除
く
と
、
越
訴
と
認
識
で
き
る
発
生
件
数
は
少
な
く
な
り
、
こ
の
時
代
は
越
訴
形
態
を
特
徴
と
す
る
時
代
と
は
呼
べ
な
く
な

る
と
考
え
る
。
ま
た
青
木
年
表
に
よ
り
、
従
来
、
逃
散
は
前
期
に
多
い
闘
争
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
新
年
表
で
は

全
年
代
を
通
し
て
発
生
が
確
認
で
き
、
逃
散
は
前
期
に
起
こ
る
闘
争
形
態
と
は
い
え
な
く
な
る
と
考
え
る
。

青
木
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
百
姓
一
摸
は
、
全
部
で
四
二
一
三
件
で
あ
る
。
新
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
百
姓
一
摸
は
、
全
部
で

四
一
九
八
件
で
あ
る
。
総
数
で
比
較
す
る
と
、
ど
ち
ら
の
年
表
も
約
四
二
○
○
件
で
あ
り
、
総
数
で
は
あ
ま
り
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
新
年
表
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
青
木
年
表
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
百
姓
一
摸
の
事
例
は
全
部
で
一
九
九
六
件
な
の
で
あ
る
。
新

年
表
に
は
、
半
分
以
上
が
青
木
年
表
と
異
な
る
百
姓
一
摸
の
事
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
従
来
百
姓
一
摸
と
考

え
ら
れ
て
い
た
事
例
を
再
検
討
し
、
減
ら
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
半
分
の
百
姓
一
摸
の
事
例
を
削
っ
た
上

で
、
新
年
表
に
は
半
分
以
上
の
新
し
い
百
姓
一
摸
の
事
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
個
々
の
百
姓
一
摸
研
究
の
発
展
、
特
に
関
東

に
お
け
る
地
方
史
研
究
の
進
展
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
る
。
青
木
年
表
と
新
年
表
の
百
姓
一
摸
の
事
例
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
百

姓
一
撲
像
の
変
化
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
青
木
年
表
と
新
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
個
々
の
百
姓
一
摸
事
例

の
相
違
分
析
ま
で
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
他
日
に
期
し
た
い
。

主高（
１
）
黒
正
氏
の
研
究
と
し
て
は
、
「
百
姓
一
摸
の
研
究
」
、
「
百
姓
一
摸
の
研
究
続
編
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
共
に
付
録
と
し
て
百
姓
一
摸
年
表
が
収
録
さ
れ
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（
７
）
菊
池
悟
朗
「
南
部
史
要
」
二
九
一
一
年
）
。

（
８
）
本
文
や
表
、
グ
ラ
フ
に
お
い
て
黒
正
②
、
黒
正
②
年
表
と
は
「
百
姓
一
摸
の
研
究
続
編
」
の
こ
と
を
指
す
。

（
９
）
「
経
済
史
研
究
」
（
一
○
五
号
、
一
九
三
八
年
）
。

（
、
）
新
潟
県
「
越
後
佐
渡
農
民
騒
動
」
（
新
潟
県
内
務
部
、
一
九
三
○
年
）
。

（
ｕ
）
青
木
年
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る
志
摩
の
百
姓
一
撲
と
は
、
天
保
一
年
志
摩
国
鳥
羽
藩
領
波
切
村
で
発
生
し
た
百
姓
一
摸
で
あ
る
。
青
木
年
表
で
は
「
難

破
し
た
城
米
船
積
み
こ
み
の
年
租
米
を
不
正
取
引
し
、
役
人
を
殺
害
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
に
青
木
氏
は
こ
れ
を
百
姓
一
摸
に
含
め
る
こ
と

（
５
）
本
文
や
表
、
グ
ラ
フ
に
お
い
て
黒
正
①
、
あ
る
い
は
黒
正
①
年
表
と
は
黒
正
巌
氏
の
「
百
姓
一
摸
の
研
究
」
の
こ
と
を
指
す
。

（
６
）
西
園
寺
氏
が
収
集
し
た
史
料
は
、
「
日
本
農
民
史
料
聚
粋
」
に
一
部
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
本
稿
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
愛
媛
県
立
図
瞥
館
に
収

て
い
る
。
本
稿
で
は
前
者
の
年
表
を
黒
正
①
年
表
、
後
者
を
黒
正
②
年
表
と
称
す
る
。

（
２
）
青
木
氏
の
研
究
と
し
て
は
、
「
百
姓
一
摸
の
年
次
的
研
究
」
、
「
百
姓
一
摸
総
合
年
表
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
青
木
年
表
を
称
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

（
３
）
保
坂
智
氏
を
は
じ
め
、
堤
洋
子
、
小
椋
喜
一
郎
、
林
進
一
郎
氏
な
ど
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
研
究
会
に
参
加
し
て
お
り
、
本
稿

の
発
表
は
参
加
者
の
許
可
を
得
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
デ
ー
タ
は
二
○
一
二
年
一
○
月
三
○
日
の
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
中
部
地
方
は
広
す
ぎ
る
た
め
、
「
広
辞
苑
」
の
分
類
を
も
と
に
二
つ
に
分
け
て
統
計
分
析
を
行
っ
た
。
な
お
、
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
現
三
亜
県
を
青

（
焔
）
青
木
虹
二
「
百

（
Ⅳ
）
前
掲
註
一
六
、
一

（
肥
）
深
谷
克
己
監
修

深
谷
克
己
監
修

（
吃
）
北
島
正
元
「
百
姓
一
撲
論
」
（
「
農
民
闘
争
史
（
下
）
」
校
倉
書
房
、
一
九
七
四
年
）
。

（
Ｂ
）
黒
正
氏
は
抵
抗
形
態
を
、
越
訴
、
強
訴
、
逃
散
の
三
形
態
に
分
類
し
て
い
る
が
、
黒
正
年
表
に
は
三
形
態
以
外
に
も
抵
抗
形
態
が
出
て
く
る
。

（
Ｍ
）
堀
江
英
一
「
明
治
維
新
の
社
会
櫛
造
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
。

（
喝
）
前
掲
註
一
四
、
九
○
頁
～
九
一
頁
。

（
焔
）
青
木
虹
二
「
百
姓
一
摸
の
年
次
的
研
究
」
（
新
生
社
、
一
九
六
六
年
）
。

を
否
定
し
た
。

録
さ
れ
て
い
る
。

木
氏
は
中
部
に
含
め
る
。

斉
藤
純
・
保
坂
智
編
「
百
姓
一
摸
辞
典
」
（
民
衆
社
、
二
○
○
四
年
）
。

一

－1一

ノ、

頁
。
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百姓一摸の変遷一年表の比較を通じて

表1 黒正

85

地方 国 件数 地方 国 件数 地方 国 件数

東北

88件

16%

関東

36件

6％

中部北陸

71件

13％

松前

磐城

岩代

陸前

陸中

陸奥

羽前

羽後

常陸

下野

上野

武蔵

下総

上総

安房

相模

越後

佐渡

越中

能登

加賀

越前

若狭

甲斐

信濃

4
【
Ｊ
ｇ

13

4

22

12

8

18

8

3

13

5

2

0

4

1

18

9

13

1

9

18

3

4

31

中部中央

高地・東

海

83件

15％

近畿

79件

14％

飛騨

美濃

伊豆

駿河

遠江

三河

尾張

摩

伊勢

伊賀

近江

山城

河内

和泉

大和

摂津

紀伊

丹波

丹後

但馬

淡路

播磨

因幡

伯耆

出雲

11

14

0

4

3

12

4

0

2

0

15

3

0

3

4

10

7

4

6

15

0

10

2

18

7

中国

86件

15％

四国

76件

13％

九州

47件

8％

石見

隠岐

美作

備前

備中

備後

安芸

周防

長門

阿波

讃岐

伊予

土佐

筑前

筑後

豊前

豊後

肥前

壱岐

対馬

肥後

日向

薩摩

大隅

3

3

14

1

15

13

3

5

2

11

11

45

9

2

3

4

16

6

0

0

14

2

0

0



表2黒 月

続
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地方 国 件数 地方 国 件数 地方 国 件数

東北

306件

19%

関東

109件

7％

中部北陸

2”件

13％

松前

盤城

岩代

陸前

陸中

陸奥

羽前

羽後

常陸

下野

上野

武蔵

下総

上総

安房

相模

越後

佐渡

越中

能登

加賀

越前

若狭

甲斐

信濃

5

20

99

16

74

23

52

17

14

11

28

25

7

14

4

6

77

17

30

6

25

45

9

15

79

中部中央

高地・東

海

222件

14％

近畿

240件

15％

飛騨

美濃

伊豆

駿河

遠江

三河

尾張

志摩

伊勢

伊賀

近江

山城

河内

和泉

大和

摂津

紀伊

丹波

丹後

但馬

淡路

播磨

因幡

伯番

出雲

30

33

4

9

10

33

9

1

11

2

37

7

12

15

12

31

12

23

14

37

2

24

11

21

10

中国

2伽件

12％

四国

170件

10％

九州

169件

10％

石見

隠岐

美作

備前

備中

術後

安芸

周防

長門

阿波

讃岐

伊予

土佐

筑前

筑後

豊前

豊後

肥前

壱岐

対馬

肥後

日向

薩畷

大隅

16

3

20

5

19

30

12

36

17

34

20

102

14

8

14

16

36

13

0

4

30

42

1

5



百姓一摸の変遷一年表の比較を通じて

表3青木年表国別発生件数

断水虹二「百姓一撰総合年炎」より作成

87

地方 国 百姓 都市 合計 地方 国 百姓 都市 合計 地方 国 百姓 都市 合計

東北

817件

19％

関東

488件

12％

中部

北陸

436件

10％

松前

辨城

岩代

陸前

"1I!
陸奥

月前

月後

常陸

下野

上野

武蔵

下総

上総

安扉

相模

越後

佐渡

越中

能幾

加間

越前

若狭

甲斐

信濃

9

112

191

27

160

32

140

101

59

46

93

110

47

25

8

22

141

17

42

17

40

帥

10

28

”1

0

3

0

8

8

9
ー

0

12

3

22

12

31

2

1

0

7

鋤

13

29

4

15

17

1

4

23

9

115

191

35

168

41

145

113

62

68

l閲

141

49

26

8

29

171

釦

71

21

55

77

11

32

224

II!部中央

商地・東

海

565件

13％

近畿

694件

17％

飛騨

奨濃

伊V：

駿 ;リ

遠 I：
一
一
一 リ

尾扱

志摩

伊堺

伊間

近江

山城

河内

和胤

大祁

摂ilt

紀似

丹波

丹後

但賜

淡蹄

栃

因幡

伯脊

出我

34

85

9

釦

34

65

22

1

24

4

72

12

41

25

56

66

30

76

21

56

70

9

16

36

25

3

2

3

12

3

5

2

0

7

1

16

18

3

5

16

44

12

0

2

0

7

0

5

2
【
〃
日

37

87

12

42

37

70

24

1

31

5

錦

30

44

30

72

110

42

76

23

56

77

9

21

38

32

‘11国

493件

12％

四国

305件

7％

九州

420件

10％

石見

憾岐

掩作

備前

伽中

傭後

安芸

周防

腿門

阿波

揃岐

伊予

土佐

筑

筑後

職前

胤後

肥前

壱岐

対馬

肥後

日

瀧膿

大隅

43

5

41

27

49

58

65

郡

25

55

31

l髄

43

15

26

26

63

39

2

4

102

89

6

11

4

0

0

1

2

6

16

0

2

0

1

5

4

4

1

2

3

15

0

0

11

1

0

0

47

5

41

詔

51

64

81

58

27

55

32

171

47

19

27

28

“

54

2

4

113

”

6

11



表4新年表国別発生件数

新年表より作成
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地方 国 件数 地方 国 件数 地方 国 件数

東北

678件

16％

関東

737件

17％

中部北陸

481件

11％

中部中央

高地・東

海

485件

12％

松前

陸奥

出羽

常陸

下野

上野

武蔵

下総

上総

安房

相模

越後

佐渡

越中

能登

加賀

越前

若狭

甲斐

信濃

飛騨

美濃

伊豆

10

“9

219

180

97

92

195

74

48

8

43

209

27

86

18

45

87

9

29

l釦

22

82

7

近畿

702件

17％

駿河

遠江

三河

尾張

志摩

伊勢

伊賀

近江

山城

河内

和泉

大和

摂津

紀伊

丹波

丹後

但馬

播磨

淡路

因幡

伯香

出雲

石見

53

38

63

11

0

31

2

58

26

32

鋤

122

98

81

65

22

38

91

6

17

30

27

54

中国

501件

12％

四国

253件

6％

九州

364件

9％

隠岐

美作

備前

備中

備後

安芸

周防

長門

阿波

讃岐

伊予

土佐

筑前

筑後

豊前

豊後

肥前

壱岐

対馬

肥後

日向

薩摩

大隅

2

44

32

81

66

62

釦

36

36

42

133

42

14

17

35

73

51

2

5

83

67

2

15



百姓一摸の変遷一年表の比較を通じて

表5黒正①年表10年代別闘争形態発生件数

黒正巌『百姓一摸の研究」より作成

89

越翫 強訴 逃散 愁訴 暴鋤 不穏 打穀 その他

l知 2 1

1610 3 2 1 2

1620 2 1 1 1

1630 1 1 1 1

1640 1 3

1650 3 1 1 1 1

1660 5 1 1 1

1670 1 2 1

1680 7 1

16卯 2 2 1 1 1

17伽 1

1710 5 6 3 1

1720 6 5 2

1730 1 9 2 1 6 3

1740 2 10 1 2 3 1

17卵 5 12 2 3 7 2 1

17" 7 1 6 3

1770 1 10 1 7 1

1780 5 13 10 2 12 4 11

1790 5 8 2 3 1 2

18” 1 4 3 1

1810 3 8 2 14 7 2

1820 2 6 3 1 6 3

1830 2 16 5 1 23 6 1O 1

1840 5 5 4 2 6 1

18" 2 3 1 4 1 2

1860 1 7 2 19 2 3 1



表6黒正②年表10年代別闘争形態発生件数

黒正巌「百姓一摸の研究続編」より作成

90

越訴 強訴 愁翫 騒擾 打穀 逃散 不翻 暴動 その他

16卯 2 1 1 7 1

1610 6 1 5 8

1620 2 2 1 2 4

1630 7 1 2 1 4

1640 1 3 6

1650 7 1 2 1 8 1 2

lM0 12 5 1 1 3 2

1670 9 3 2 4 2 1

1680 16 2 2 2 2 1 2

1690 6 4 3 7 2 5 1

17㈹ 13 3 5 2 1 2 4

1710 23 18 3 4 1 3 4 3

1720 13 17 1 1 1 6 2 5

1730 7 16 3 3 2 5 1 4

1740 7 17 8 5 4 13 3 4

1750 13 26 7 8 6 6 12

1760 13 21 2 3 6 3 4 10 1

1770 7 18 1 2 4 4 11

1780 14 43 3 3 40 12 9 25

17" 9 22 8 1 6 5 4 7 1

l” 4 10 6 3 5 14 2 5

1810 10 36 10 5 16 3 8 12

1820 10 27 5 6 6 5 2 17

1830 17 40 3 8 34 10 21 44 1

1840 17 14 7 1 1 6 2 12 1

1850 14 21 14 4 14 4 3 10 1

1860 11 23 20 2 16 1 17 28



百姓一摸の変避一年表の比較を通じて

表7青木年表10年代別闘争形態発生件数

青木虹二「百姓一櫟総合年炎」より作成

91

越訴 強訴 愁翫 打穀 逃散 不租 蜂起 その他

15” 4 4 9 1 6 1

16㈹ 3 4 7 6 2 11 2

1610 14 2 12 22 3 4 1

1620 6 4 26 13 1

1630 11 3 6 7 1 1 2

1640 5 5 8 12 2

1650 10 3 8 10 1 1

16“ 22 5 12 16 3 1

1670 20 7 19 6 2 1

1680 23 5 14 7 4

16” 13 8 22 1 10 2

17“ 16 9 18 3 3 4

1710 29 30 16 3 5 6 3 3

1720 20 34 17 1 9 6 1 2

1730 25 32 21 11 9 10 3 1

1740 24 32 28 12 12 6 2 6

1750 27 38 19 23 11 19 3 2

1760 18 29 10 21 6 8 2 3

1770 19 28 11 56 2 12 3 6

1780 25 79 23 123 7 52 5 6

1790 21 40 18 15 5 18 2 2

l” 20 25 18 13 13 14 2

1810 21 58 15 33 6 29 3

1820 26 43 25 29 6 32 4 5

1830 32 80 39 114 8 '㈹ 4 12

1840 36 30 26 18 5 11 4 3

1850 33 45 22 35 3 24 2

1860 26 93 61 150 3 123

1870 3 70 49 44 1 50



表8新年表 10年

新年表より作成

92

越断 逃散 蕊会 典団翫 門断 強翫(強断･打毅）強酸 打穀 蜂起 弧札 火札 隠紫 その他 無配入 不明

l知 2 10 1 23 4 2 2

1610 14 21 1 2 1 9 9 2 2

1620 7 14 1 1 2 3 1 2

1630 4 4 1 3 4 3

1640 8 5 2 1 2 6 2 2

16釦 6 6 1 1 1 6 7 5

l卸 14 9 1 4 2 4 7 2

1670 11 8 1 2 4 1 1 6 8 3

16帥 12 5 1 7 1 4（2） 1 3 11 3

16卯 7 12 8 8（1） 1 6 9 4

17帥 9 3 2 5 4 7 1 1 2 6 5

1710 16 8 1 9 3 24（4） 2 3 1 3 6 5

1720 9 13 3 10 3 26(1) 7 7 4 2

1730 10 11 6 ７ 2 31 (3) 5 10 7 7 12

1740 14 釦 6 10 7 41 (6) 7 5 1 6 3 11

17釦 9 19 14 8 4 34（6） 4 15 2 2 3 9 3 13

17釦 4 14 14 10 4 33(14) 3 25 1 7 4 14

17” 8 11 13 3 9 29（5） 5 14 2 2 11 5

17別 22 12 39 12 9 63（12） 39 123 11 1 13 6 8

1790 16 15 14 9 9 40（5） 6 17 1 1 7 2 13

1知 5 22 10 11 8 24（4） 6 17 1 2 5 1 9

1810 10 14 23 釦 10 "(12) 11 32 5 8 6 11

1820 14 12 41 9 7 51 (7) 18 36 8 3 9 3 5

l邸0 14 15 91 16 12 72（9） 錦 l釦 37 2 3 21 5 22

l馴0 18 12 16 12 11 24（5） 9 17 4 2 13 I 8

18釦 15 13 26 8 24 46（3） 11 34 5 2 1 10 1 5

18㈹ 24 13 129 17 26 1㈹（30） 82 237 1 18 12 6 帥 4 20

18和 55 4 57（47） 13 33 1 1 18 12



百姓一摸の変遷一年表の比較を通じて

義民による越翫発生件数

成

I

”

越訴（義民）

16" 2

1610 14（3）

1620 7（2）

1630 4

1640 8（5）

1650 6（3）

1660 14(9)
1670 11 (4)
1680 12(9)
1690 7（4）

17m 9（4）

1710 16(4)


